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　  http://www.sagamihara.kanagawa.med.or.jp/

医療機関の検索はこちらから 
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休日・夜間の急病診療制度の利用 休日・夜間の急病診療制度の利用 
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午前9時 午後1時 午後5時 午前9時 

…電話受付時間 

休　日 

土曜日 

平　日 
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自力 
３４.９％ 

その他 ０.９％ 救助隊 １.７％ 

通行人 
２.６％ 

家族 
３１.９％ 

隣人・友人 
２８.１％ 
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○７０歳以上の高齢者のみの世帯の方 
○介護保険要介護度３以上の方 
○身体障害者手帳１、２級を所持する方 
○療育手帳Ａ１、Ａ２を所持する方 
○その他希望する方（申出者） 
→上記条件に準ずる方 
　（高齢者、要介護認定を受けている
方、身体障害者手帳を所持する方、
療育手帳を所持する方など） 

災害時 
要援護者名簿 

１支援する組織の立ち上げ 
　　・・単位自治会などを中心に、地域の様々な団体等が協力・連携します。 
２災害時要援護者の把握 
　　①地域で災害時要援護者の募集を行う方法（手上げ方式） 
　　②市が作成した名簿を利用する方法（同意方式） 
　　③①の方法と②の方法の組み合わせ 
３顔の見える関係づくり 
　　・・戸別訪問等により災害時要援護者の身体や生活の状況などを聞き取り、記録します。 
　　・・災害時に安否確認や情報伝達ができるように避難支援者を決め、顔の見える関係を作っていきます。 

　　　・・避難支援者は、災害時要援護者の安否確認や避難の手助けを行います。�

平常時からの取組 

災害発生時の取組 
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Ｑ対象となる方は？ 
Ａ要介護高齢者、障害児者、妊産婦、乳幼児、病弱者など、避難所生活において特別 
な配慮を必要とする方とその介助者等です。 

避難所で避難生活が著しく 
困難になった場合 

（ご注意）直接避難する 
ことはできません 

市において 
受入れの調整 一般の避難所 

（学校の体育館など） 福祉避難所 

災害時要援護者について 
～災害時には地域で助け合いましょう～ 


